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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第21期

中間会計期間
第22期

中間会計期間
第21期

会計期間
自　2024年９月１日
至　2025年２月28日

自　2025年９月１日
至　2026年２月28日

自　2024年９月１日
至　2025年８月31日

売上高 (千円) 1,400,424 1,652,144 2,929,212

経常利益 (千円) 413,951 438,373 705,777

中間(当期)純利益 (千円) 288,606 228,959 457,358

持分法を適用した場合の
投資利益

(千円) － － －

資本金 (千円) 20,000 165,096 164,092

発行済株式総数 (株) 4,000,000 4,241,300 4,231,000

純資産額 (千円) 2,705,115 3,198,392 3,162,052

総資産額 (千円) 3,293,379 3,857,439 3,881,011

１株当たり中間(当期)純利益 (円) 72.15 54.06 113.22

潜在株式調整後１株当たり
中間(当期)純利益

(円) － 53.26 110.61

１株当たり配当額 (円) － 27.00 46.00

自己資本比率 (％) 82.1 82.9 81.5

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 281,229 586,580 762,423

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △322,152 △840,484 △824,079

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △125,987 △193,608 145,260

現金及び現金同等物の
中間期末(期末)残高

(千円) 1,804,045 1,607,047 2,054,560
 

(注) １．当社は中間連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移について

は記載しておりません。

２．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社を有していないため記載しておりません。

３．第21期中間会計期間の潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式は存在するもの

の、当社は非上場であったことから、期中平均株価が把握できませんので、記載しておりません。

４．第21期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、当社株式が、2025年６月26日に東京証券取引所

グロース市場に上場したため、新規上場日から2025年８月期の末日までの平均株価を期中平均株価とみなし

て算定しております。

 
 

２ 【事業の内容】

当中間会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当中間会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等

のリスクについての重要な変更はありません。

 

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当中間会計期間の末日現在において判断したものであります。

 
(1) 財政状態の状況

(資産)

当中間会計期間末における資産合計は3,857,439千円となり、前事業年度末に比べ23,571千円減少いたしました。

当中間会計期間末における流動資産は2,070,343千円となり、前事業年度末に比べ45,671千円減少いたしました。

これは主として、現金及び預金が47,512千円減少したこと及び売掛金が4,383千円増加したことによるものでありま

す。また、固定資産は1,787,095千円となり、前事業年度末に比べ22,100千円増加いたしました。これは主として、

投資その他の資産の長期前払費用が51,428千円増加したことによるものであります。

 

(負債)

当中間会計期間末における負債合計は659,046千円となり、前事業年度末に比べ59,911千円減少いたしました。

当中間会計期間末における流動負債は529,512千円となり、前事業年度末に比べ58,851千円減少いたしました。

これは主として、買掛金が69,352千円減少したこと及び未払消費税等が24,808千円増加したことによるものであり

ます。また、固定負債は129,533千円となり、前事業年度末に比べ1,060千円減少いたしました。これは、固定負債

のその他が1,060千円減少したことによるものであります。

 

(純資産)

当中間会計期間末における純資産合計は3,198,392千円となり、前事業年度末に比べ36,340千円増加いたしまし

た。これは主として、配当金194,626千円を計上した一方、中間純利益228,959千円を計上したことにより、利益剰

余金が増加したことによるものであります。

 

(2) 経営成績の状況

当中間会計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善やインバウンド需要の回復を背景に、緩やかな回

復基調で推移いたしました。

一方で、物価上昇の継続や円安の影響による輸入コストの増加が企業収益や個人消費に影響を及ぼしており、景

気の先行きについては引き続き慎重な状況となっております。

世界経済におきましては、米国では個人消費の底堅さに支えられ景気は堅調に推移したものの、インフレ懸念の

高まりと労働市場の不安定さなどを背景に、今後の景気も容易には見通しづらい状況となっております。欧州では

インフレ圧力やエネルギー価格の動向の影響を受け、景気は弱含みで推移いたしました。また、中国においては不

動産市場の停滞や内需回復の遅れにより、景気の持ち直しは限定的なものとなりました。さらに、地政学的リスク

の高まりや金融資本市場の変動などにより、世界経済の先行きは不透明な状況が続いております。

このような環境の中、当社においては、自社ホームページを通じた集客をさらに拡大すべく、繁忙期となる2026

年３月以降に向けた準備として、サービスサイトの拡充を行っています。また、本年明けに大規模な増設を行った

寺院において、墓地の利用者から大きな反響をいただいたことなどもあって、既存開苑寺院の売上高は順調に推移

いたしました。

さらに、新規寺院の開苑にも注力しています。2025年10月に２寺院、2025年11月に２寺院、2025年12月に１寺

院、2026年１月に２寺院を開苑しました。開苑直後のため寄与度は小さいものの、全社売上高の増加に貢献してい

ます。

この結果、当中間会計期間の経営成績は、売上高1,652,144千円（前年同期比18.0％増）、営業利益386,689千円

（前年同期比6.3％減）、経常利益438,373千円（前年同期比5.9％増）となりました。中間純利益は、減損損失を特

別損失として計上したことにより、228,959千円（前年同期比20.7％減）となりました。

なお、当社は寺院コンサルティング事業の単一セグメントであり、セグメント別の記載をしておりません。
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(3) キャッシュ・フローの状況

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、1,607,047千円となり、前事業年度末に

比べ、447,512千円の減少となりました。

 
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によって得られた資金は、586,580千円（前年同期は281,229千円の収入）となりました。これは主とし

て、法人税等の支払額82,453千円、貸倒引当金の減少30,268千円、未払金の減少11,745千円、賞与引当金の減少

7,748千円による資金の減少があった一方で、税引前中間純利益328,068千円、長期前払費用償却額の計上197,856千

円、減損損失の計上110,305千円、和解金の受取り79,064千円等による資金の増加があったことによるものでありま

す。

 

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果支出された資金は、840,484千円（前年同期は322,152千円の支出）となりました。これは主とし

て、長期前払費用の取得による支出426,714千円、定期預金の預入による支出400,000千円等によるものでありま

す。

 

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果支出された資金は、193,608千円（前年同期は125,987千円の支出）となりました。これは主とし

て、配当金の支払194,626千円を実施したことによるものであります。

 

(4) 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分

析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。

 
(5) 経営方針・経営戦略等

当中間会計期間において、当社が定めている経営方針、経営戦略等について重要な変更はありません。

 
(6) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当中間会計期間において、当社が優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありませ

ん。

 
(7) 研究開発活動

該当事項はありません。

 
(8) 経営成績に重要な影響を与える要因

当中間会計期間において、当社の経営成績に重要な影響を与える要因について重要な変更はありません。

 
(9) 資本の財源及び資金の流動性についての分析

当社における資金需要は、主として事業拡大に向けた投資資金および経常的な事業運営資金であります。このう

ち主なものは、業容拡大のための寺院開発費用及び永代供養墓建立費（投資資金）、ならびに寺院開発・営業に関

わる人件費、サービス品質向上のための現地販売員の人件費、集客・ブランディングに関する広告宣伝費（事業運

営資金）であります。

これらの財源については、自己資金の効率的な運用に努めております。なお、事業活動を円滑に継続できるよ

う、適正な水準の手元流動性の維持・確保を最優先としております。具体的には、予期せぬ事業環境の変化等によ

り一時的に売上が変動した場合であっても、取引先への支払い債務を着実に履行し、事業運営に支障をきたさない

水準での現預金を常に確保しております。
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３ 【重要な契約等】

当中間会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 16,000,000

計 16,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

 
種類

中間会計期間末
現在発行数(株)
(2026年２月28日)

提出日現在
発行数(株)

(2026年４月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

 
内容

普通株式 4,241,300 4,242,900
東京証券取引所
 グロース市場

完全議決権株式であり、
株主としての権利内容に
何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式であ
ります。なお、単元株式
数は100株であります。

計 4,241,300 4,242,900 ― ―
 

（注）提出日現在発行数は、2026年４月１日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株

式数は、含まれておりません。

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 
② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

 
年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2025年９月１日～
2026年２月28日
（注）

10,300 4,241,300 1,003 165,096 1,003 145,096

 

（注）新株予約権の行使による増加であります。
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(5) 【大株主の状況】

  2026年２月28日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

株式会社エージーアイ 東京都練馬区石神井台四丁目１８番２号 1,200,000 28.29

樺山　伸一 東京都練馬区 1,109,400 26.16

樺山　玄基 東京都渋谷区 280,000 6.60

楽天証券株式会社 東京都港区南青山２丁目６番２１号 119,200 2.81

寺田　英司 北海道札幌市西区 102,000 2.40

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口）

東京都港区赤坂１丁目８番１号
赤坂インターシティＡＩＲ

98,100 2.31

野村信託銀行株式会社（投信口） 東京都千代田区大手町２丁目２－２ 72,200 1.70

竹内　弘樹 愛知県名古屋市瑞穂区 31,000 0.73

株式会社日本カストディ銀行
（信託口）

東京都中央区晴海１丁目８－１２ 30,600 0.72

佐々木　絢子 東京都杉並区 30,000 0.71

計 － 3,072,500 72.44
 

(注)１．当社は、自己株式を保有しておりません。

２．持株比率は、小数点第３位以下を四捨五入しております。
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   2026年２月28日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

42,330

完全議決権株式であり、権利内
容に何らの限定のない当社にお
ける標準となる株式でありま
す。なお、１単元の株式数は100
株となります。

4,233,000

単元未満株式
 普通株式

8,300
― ―

発行済株式総数 4,241,300 ― ―

総株主の議決権 ― 42,330 ―
 

 

② 【自己株式等】

該当事項はありません。

 

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．中間財務諸表の作成方法について

当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下

「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

また、当社は、金融商品取引法第24条の５第１項の表の第１号の上欄に掲げる会社に該当し、財務諸表等規則第１

編及び第３編の規定により第１種中間財務諸表を作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間会計期間(2025年９月１日から2026年２月28日ま

で)に係る中間財務諸表について、和泉監査法人による期中レビューを受けております。

 

３．中間連結財務諸表について

当社は子会社がありませんので、中間連結財務諸表を作成しておりません。
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１ 【中間財務諸表】

(1) 【中間貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前事業年度

(2025年８月31日)
当中間会計期間
(2026年２月28日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 2,054,560 2,007,047

  売掛金 2,953 7,336

  貯蔵品 13,692 14,588

  その他 44,809 41,371

  流動資産合計 2,116,015 2,070,343

 固定資産   

  有形固定資産 30,578 34,271

  無形固定資産 7,283 7,593

  投資その他の資産   

   長期前払費用 1,438,652 1,490,081

   その他 318,749 255,149

   貸倒引当金 △30,268 －

   投資その他の資産合計 1,727,133 1,745,230

  固定資産合計 1,764,995 1,787,095

 資産合計 3,881,011 3,857,439

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 82,613 13,261

  未払金 176,917 170,184

  未払法人税等 103,479 114,739

  未払消費税等 16,972 41,780

  賞与引当金 142,917 135,169

  移設支援費用引当金 20,250 20,250

  その他 45,212 34,127

  流動負債合計 588,364 529,512

 固定負債   

  役員退職慰労引当金 12,506 12,506

  その他 118,087 117,027

  固定負債合計 130,594 129,533

 負債合計 718,958 659,046

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 164,092 165,096

  資本剰余金 144,092 145,096

  利益剰余金 2,853,867 2,888,200

  株主資本合計 3,162,052 3,198,392

 純資産合計 3,162,052 3,198,392

負債純資産合計 3,881,011 3,857,439
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(2) 【中間損益計算書】

           (単位：千円)

          前中間会計期間
(自　2024年９月１日
　至　2025年２月28日)

当中間会計期間
(自　2025年９月１日
　至　2026年２月28日)

売上高 1,400,424 1,652,144

売上原価 424,172 535,858

売上総利益 976,251 1,116,286

販売費及び一般管理費 ※  563,395 ※  729,596

営業利益 412,856 386,689

営業外収益   

 受取利息 940 2,228

 補助金収入 － 4

 還付加算金 － 83

 貸倒引当金戻入額 － 30,268

 受取和解金 － 18,527

 その他 235 577

 営業外収益合計 1,176 51,689

営業外費用   

 支払利息 5 4

 社債利息 40 －

 雑損失 35 1

 営業外費用合計 81 5

経常利益 413,951 438,373

特別損失   

 減損損失 － 110,305

 特別損失合計 － 110,305

税引前中間純利益 413,951 328,068

法人税等 125,344 99,108

中間純利益 288,606 228,959
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(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：千円)

          前中間会計期間
(自　2024年９月１日
　至　2025年２月28日)

当中間会計期間
(自　2025年９月１日
　至　2026年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税引前中間純利益 413,951 328,068

 減価償却費 9,163 7,840

 長期前払費用償却額 138,262 197,856

 減損損失 － 110,305

 貸倒引当金の増減額（△は減少） － △30,268

 受取利息 △940 △2,228

 支払利息及び社債利息 45 4

 受取和解金 － △18,527

 補助金収入 － △4

 売上債権の増減額（△は増加） 3,232 △4,383

 仕入債務の増減額（△は減少） △11,872 △469

 賞与引当金の増減額（△は減少） △24,790 △7,748

 前払費用の増減額（△は増加） △9,984 △39

 未払金の増減額（△は減少） △9,867 △11,745

 未払費用の増減額（△は減少） △1,747 △40

 長期預り金の増減額（△は減少） △3,402 △1,060

 未払又は未収消費税等の増減額 △43,504 24,808

 その他 5,853 △4,626

 小計 464,399 587,740

 利息の受取額 940 2,228

 利息の支払額 △45 △4

 和解金の受取額 － 79,064

 補助金の受取額 － 4

 法人税等の支払額 △184,064 △82,453

 営業活動によるキャッシュ・フロー 281,229 586,580

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 定期預金の預入による支出 － △400,000

 有形固定資産の取得による支出 △3,816 △11,619

 無形固定資産の取得による支出 △275 △2,150

 長期前払費用の取得による支出 △318,060 △426,714

 投資活動によるキャッシュ・フロー △322,152 △840,484

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 社債の償還による支出 △5,000 －

 株式の発行による収入 － 2,006

 配当金の支払額 △120,000 △194,626

 リース債務の返済による支出 △987 △989

 財務活動によるキャッシュ・フロー △125,987 △193,608

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △166,910 △447,512

現金及び現金同等物の期首残高 1,970,955 2,054,560

現金及び現金同等物の中間期末残高 ※  1,804,045 ※  1,607,047
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【注記事項】

(中間財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

(税金費用の計算)

税金費用については、当中間会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税

率を合理的に見積り、税引前中間純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

 

(中間損益計算書関係)

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 

 
前中間会計期間

(自　2024年９月１日
至　2025年２月28日)

当中間会計期間
(自　2025年９月１日
至　2026年２月28日)

広告宣伝費 93,728千円 166,145千円

給料及び手当 131,655　〃 143,874　〃

賞与引当金繰入額 32,660　〃 57,968　〃
 

 

(表示方法の変更)

「広告宣伝費」は、金額的重要性が増加したため、当中間会計期間より主要な費目として表示しております。

 
(中間キャッシュ・フロー計算書関係)

※　現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおりであり

ます。

 

 
前中間会計期間

(自　2024年９月１日
至　2025年２月28日)

当中間会計期間
(自　2025年９月１日
至　2026年２月28日)

現金及び預金勘定 1,804,045千円 2,007,047千円

預入期間が３か月を超える
定期預金

－ △400,000 

現金及び現金同等物 1,804,045 1,607,047 
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(株主資本等関係)

前中間会計期間(自　2024年９月１日　至　2025年２月28日)

１．配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2024年11月28日
定時株主総会

普通株式 120,000 30 2024年８月31日 2024年11月29日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

 

３．株主資本の金額の著しい変動

該当事項はありません。

 

当中間会計期間(自　2025年９月１日　至　2026年２月28日)

１．配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2025年11月27日
定時株主総会

普通株式 194,626 46 2025年８月31日 2025年11月28日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間の末日後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2026年４月14日
取締役会

普通株式 114,515 27 2026年２月28日 2026年５月８日 利益剰余金
 

 

３．株主資本の金額の著しい変動

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前中間会計期間(自　2024年９月１日　至　2025年２月28日)

当社は、寺院コンサルティング事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

当中間会計期間(自　2025年９月１日　至　2026年２月28日)

当社は、寺院コンサルティング事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 
(収益認識関係)

当社は、寺院コンサルティング事業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益の区分は概ね単一で

あることから、収益を分解した情報の重要性が乏しいため、注記の記載を省略しております。

 
(１株当たり情報)

１株当たり中間純利益及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり中間純利益及び算定上の基礎は、以下のと

おりであります。

 

 
前中間会計期間

(自　2024年９月１日
至　2025年２月28日)

当中間会計期間
(自　2025年９月１日
至　2026年２月28日)

（１）１株当たり中間純利益 72円15銭 54円06銭

(算定上の基礎)   

中間純利益(千円) 288,606 228,959

普通株主に帰属しない金額(千円) － －

普通株式に係る中間純利益(千円) 288,606 228,959

普通株式の期中平均株式数(株) 4,000,000 4,235,055

   

（２）潜在株式調整後１株当たり中間純利益 － 53円26銭

(算定上の基礎)   

中間純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） － 63,557

　（うち新株予約権（株）） （－) (63,557)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た
り中間純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前事
業年度末から重要な変動があったものの概要

－ －

 

(注)　前中間会計期間の潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式は存在しているものの、当社株

式は非上場であったことから、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。
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２ 【その他】

第22期（2025年９月１日から2026年８月31日まで）中間配当について、2026年４月14日開催の取締役会におい

て、2026年２月28日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。

①　配当金の総額・・・・・・・・・・・・・・・　 114,515千円

②　１株当たりの金額・・・・・・・・・・・・・　　　27円00銭

③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日・・・2026年５月８日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の中間財務諸表に対する期中レビュー報告書
 

2026年４月14日

株式会社エータイ

取締役会　御中

 

和泉監査法人
 

東京都新宿区
 

 
代表社員

業務執行社員
 公認会計士 石　　田　　真　　也  

 

 
業務執行社員  公認会計士 大　　橋　　徹　　也  

 

 

 

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社エータ

イの2025年９月１日から2026年８月31日までの第22期事業年度の中間会計期間（2025年９月１日から2026年２月28日ま

で）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間キャッシュ・フロー計算書及び注記につ

いて期中レビューを行った。

当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

企業会計の基準に準拠して、株式会社エータイの2026年２月28日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計

期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認

められなかった。

 
監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。

期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載され

ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用され

る規定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当

監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して中間財務諸表を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し適正に表示するた

めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるか

どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示

する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。
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中間財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から中間財務

諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手

続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される

年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、中間財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認め

られる企業会計の基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。

また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において中間財務諸表の注

記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務

諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告書日

までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性が

ある。

・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠していない

と信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内

容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかど

うかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発

見事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている

場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を

行う。

 
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 
以　上

 

 

(注) １．上記の期中レビュー報告書の原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは期中レビューの対象には含まれていません。
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